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 （目的） 

第１条  この要綱は、口頭指導について、標準的な実施方法等について必要な事項を定め、

もって救命効果の向上に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条  この要綱における定義は、次のとおりとする。 

(1)  口頭指導とは、救急要請受信時に、消防機関が救急現場付近にある者に、電話等に

より応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。 

(2)  口頭指導員とは、１１９番通報を受ける等の指令業務に従事している者のうち、救

急救命士、救急隊員又は応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱（平成５年

３月30日付け消防救第41号）に基づく応急手当指導員の資格を有する消防職員をいう。 

 (3)  応急手当実施者とは、口頭指導員により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施

行する者（口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。）をいう。 

 （口頭指導の指導項目） 

第３条  口頭指導を行う指導項目は次のとおりとし、別表第１から別表第８に定める口頭

指導導入要領及び口頭指導手順に基づき実施するものとする。 

 (1)  心肺蘇生法 

 (2)  気道異物除去法  

 (3)  止血法  

 (4)  熱傷手当  

 (5)  指趾切断手当  

 (6)  熱性けいれんの手当 

(7)  エピペン対応 

 （口頭指導の実施要領） 

第４条  口頭指導にあっては、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること

が予想されることから、口頭指導員が次の要件を満たしていると判断した場合に実施す

るものとする。 

 (1)  救急要請内容から応急手当が必要と判断され、効果が期待できるとき。 

 (2)  口頭指導で通報者側が対応できると判断できるとき。 

 (3)  口頭指導することにより症状の悪化を生じないと判断できるとき。 



２  口頭指導員は、既に救急車が向っている旨を伝えるなど通報者に安心感を持たせると

ともに、原則として別表第１の口頭指導導入要領に従い、通報者から必要な事項を迅速

かつ的確に聴取するものとする。 

３ 口頭指導は原則として別表第２から別表第８までの口頭指導手順に従って実施するも

のとする。ただし、口頭指導によって症状の改善が期待できると判断した場合は、指導

項目以外の処置についても口頭指導を実施できるものとする。 

４  口頭指導実施上の留意事項は、次のとおりとする。 

(1)  通報者に対して口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各口頭指導手

順に従って、速やかに指導を行うものとする。 

 (2)  通報者に対して口頭指導を実施する場合は、感染防止上の留意事項についても配慮

するものとする。 

 (3)  通報者に対して口頭指導を実施した場合は、出動中の救急隊に対し可能な限りその

内容について伝達するものとする。 

(4)  通報者に対して口頭指導を実施する場合は、口頭指導によって救急隊の出動指令が

遅延することのないように行うものとする。 

 （口頭指導に係る記録） 

第５条  口頭指導員は、口頭指導を行った場合、口頭指導を行った年月日、時刻、口頭指

導員名、応急手当実施者、指導項目及び指導内容並びにその口頭指導による応急手当の

実施又は不実施の現場状況、傷病者の予後等について、該当救急隊等に確認し記録して

おくものとする。 

 （口頭指導に係る事後検証） 

第６条 口頭指導員は、阪神・丹波地域メディカルコントロール協議会事後検証委員会に

おいて、口頭指導に係る検証が必要とされた事案の口頭指導内容等について、必要に応

じて事後検証委員による事後検証を受けるものとする。 

２ 口頭指導員は、前項に該当する事案について事後検証を受ける場合、口頭指導記録表

（様式第１号）に必要事項を記入し、阪神・丹波地域メディカルコントロール協議会事

後検証委員会事務局に提出するものとする。  

 （口頭指導に係る救急研修） 

第７条  指令課長は、口頭指導員の指導能力及び技術の向上を図るため、別表第９に定め

る口頭指導に係る救急研修項目に基づき、口頭指導員の中から、救急救命士の資格を有

する者を講師として指名し、口頭指導に係る救急研修を実施させるものとする。 

２ 担当講師は、口頭指導に係る救急研修を実施した場合、口頭指導に係る救急研修実施

結果報告書（様式第２号）により、指令課長に実施結果を報告するものとする。 

（地域メディカルコントロール協議会との連携） 

第８条  指令課長は、口頭指導及び通信指令員の教育に係る事項に関し、阪神・丹波地域

メディカルコントロール協議会と緊密に連携するものとする。 

（指導項目等の研究） 

第９条  口頭指導員は、指導項目、指導手順、指導方法の研究等を行い、常に口頭指導の



高度化に努めるものとする。 

（統計） 

第１０条 指令課長は、月ごとの口頭指導実施状況を口頭指導件数一覧表（様式第３号）

により整理させ、把握しておくものとする。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成11年10月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成14年12月25日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成24年４月１日から実施する。 

付 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から実施する。 

付 則 

 この要綱は、平成30年８月29日から実施する。 

付 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

 



別表第１（第３条、第４条関係）

口頭指導導入要領（心停止等の識別）

質問の
目的

質問
番号

質問
内容

プロトコル
（移動先）

留意事項

導入 1

ａ 救急 （→質問２）

ｂ 火事、その他 （→対象外）

出動先確認 2 （→質問３）

概況の把握 3
・通報者自らが提供する傷病者情報の表現に傾聴
・年齢（不明な場合は推定年齢）と性別の確認

ａ
＜キーワード＞
呼吸なし・脈なし・水没・首をつっ
ている

出動指令＋
心肺蘇生法の口頭指導

・ドクターカー出動を考慮する。

ｂ

（キーワードなしで）
目の前で人が倒れた（目撃）
人が倒れている
けいれんしている
具合が悪そう
様子がおかしい

（→質問４）

・成人が通報者の目の前で突然倒れた場合は特に心停止の可能性が高いことに
留意する。
・「けいれんしている」→けいれんが治まった後、呼吸の確認を指示する。け
いれん（てんかん）の既往の有無も可能であれば確認する。
・具合が悪そう、様子がおかしいなどの不定愁訴や不明確な通報内容には心停
止が潜んでいるので、可能な限り、より積極的に意識（反応）と呼吸の状態を
確認させる。

ｃ
（キーワードなしで）
喉にものをつめた（窒息）

出動指令＋
気道異物除去の口頭指導

・ドクターカー出動を考慮する。

ｄ
（キーワードなしで）
反応（意識）があることが明らかな
通報

（→質問６）

反応の確認 4

ａ はい （→質問６）

ｂ 反応がない （→質問５）
・注目ボタン等により、他の課員の応援を要請
・ドクターカー出動を考慮する。

ｃ 不明 （→質問５）
・通報者を落ち着かせ可能な限り観察するよう依頼する。
・協力者の要請指示も考慮する。
・ドクターカー出動を考慮する。

呼吸の確認 5 ・普段通りの呼吸でないと疑われる表現には要注意

ａ はい （→質問６）

ｂ 普段通りの呼吸でない
出動指令＋
心肺蘇生法の口頭指導

・胸骨圧迫のみ指導
・ドクターカー出動を考慮する。

ｃ 不明 （→質問６）
・通報者を落ち着かせ可能な限り観察するよう依頼する。
・協力者の要請指示も考慮する。

詳細な概況の
確認

6
出動指令＋聴取内容に応じ
た口頭指導

・救急隊への情報伝達

※各質問項目から総合的に判断し、心停止を識別すること。
※質問に対し確実な応答でなければ、繰り返し確認させることも考慮する。

救急車はすでに出動していますので、詳しい概況
を教えてください

胸や腹部が上下する普段通りの呼吸ですか？

西宮市１１９番です。火事ですか、救急ですか？

（救急車が出動する先の住所の確認）

どなたが、どうしましたか？

大きな声で呼びかけて反応はありますか？

応答選択肢



別表第２（第３条、第４条関係） 

口頭指導手順／心肺蘇生法（全年齢対象） 

 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「しゃべれない」 「反応がない」「わからない」 

「知っている」 

「できる」 

「呼吸がない」 「わからない」  死戦期呼吸の疑いあり 「知らない」 

「できない」 

通報者が極度に冷静さを失っ

ていること等により、対応で

きない場合は口頭指導を中止

する。 

※１ ＡＥＤ到着後は、直ちにＡＥＤを使用させる。また、必要に応じて使用方法も指導する。 

※２ スピーカーモード（ハンズフリーモード）切替に時間を要する場合や切替方法がわからない場合は、速やかに口頭指導

に移行する。 

※３ 心肺蘇生の「胸骨圧迫」という文言が普及しきれていないため、「心臓マッサージ」を用いてもよい。 

※４ 胸骨圧迫部位の指導で「胸の真ん中」で部位が伝わらない場合、「乳首を結ぶ線の真ん中」などを用いてもよい。 

※５ 効果がみえなくても継続するよう指導する。 

胸骨圧迫開始の確認 

・「直ちに胸骨圧迫を開始してく

ださい」 

・人工呼吸のやり方を知ってい

れば、人工呼吸も併用して心肺

蘇生法を実施してもらう（人工

呼吸の口頭指導はしない）。 

「胸骨圧迫のやり方を知っていますか？」※３ 

（胸骨圧迫のみの口頭指導） 

反応（意識）の確認 

・「会話できますか？」 

・「肩をたたきながら呼びかけて、うなずいたり、目を開けたり

しますか？」 

胸骨圧迫の指導 

・「胸骨圧迫のやり方を電話口でサポートしますので、その通り行

ってください」 

・「傷病者の胸の横に移動し、両ひざ立ちになってください」 

・「胸の真ん中※４に片方の手のひらの付け根を当ててください」 

・「その上にもう一方の手を重ねて置いてください」 

・「両肘をまっすぐに伸ばして真上から約５ｃｍ【テニスボール１

個分】（小児、乳児は胸の厚みの１／３沈むように）胸を強く押し

てください」 

・「押すテンポは 100～120 回／分くらいの速さで連続して行ってく

ださい」（電子メトロノームを活用） 

体位の確認・変換 

仰臥位にさせるなど、呼吸が観察しやすい体位にさせる。 

・ＡＥＤが近くにあれば、 周囲の人に取りに行ってもらう※１ 

・スピーカーモード（ハンズフリーモード）への切替え※２ 

・協力者がいる場合は１～２分を目安に交代を指示 

・圧迫姿勢、位置、深さ、リズムを継続的に確認 

・救急隊と交代するまで、又は傷病者に正常な呼吸や目的のある仕草（胸骨圧迫している手を払いのけるなど）

が認められるまで継続※５ 

「普段どおりの呼吸」の確認 

・「いつもと同じように（普通に）呼吸していますか？」 

・「お腹と胸はしっかり上下に動いていますか？」 

・「５秒に１回呼吸していますか？」・「あえぐような呼吸ですか？」 



 
 
別表第３（第３条、第４条関係） 

口頭指導手順／気道異物除去法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出せない 出せる 

反応の確認 

なし 

通報者が極度に冷静さを失っていること

等により、対応できない場合は口頭指導を

中止する。 

あり 

【心肺蘇生法】の口頭指導へ 

（途中で異物が見えた場合は取り除く） 

気道異物に関する内容の聴取 

※１ 気道異物除去の口頭指導時には、実効性が高く、簡易な背部叩打法のみを指導する。 

※２ 通報者が腹部突き上げ法（ハイムリック法）を知っている場合で、背部叩打法を行っても効果

がない場合は、腹部突き上げ法（ハイムリック法）と背部叩打法を繰り返すよう指導する。 

 

腹部突き上げ法（ハイムリック法）実施時の留意点 

・明らかに妊娠していると思われる女性、高度肥満者、乳児には実施しない。 

・腹部突き上げ法（ハイムリック法）を実施した場合には、内臓損傷の可能性があるため、実施した

ことを到着した救急隊に伝えるとともに、異物が取れた場合でも病院での診察が必要であることを伝

える。 

背部叩打法の指導※１ 

・「苦しんでいる人の背中の肩甲骨の間を、あなた

の手のひらの付け根部分で、強く連続でたたいて

ください」※２ 

・「詰まったものが取れるか、意識（反応）がなく

なるまで続けてください」 

・「意識（反応）がなくなって、ぐったりしたらす

ぐに知らせてください」 

 

声を出せる？ 

傷病者の意識（反応）がなくなった 

咳をさせる 

・「できるだけ咳を続けさせて

ください」 

・「声が出せなくなったら、す

ぐに知らせてください」 

声が出せなくなった 



別表第４（第３条、第４条関係） 

 
 

口頭指導手順／止血法 

 

 
 

 
 

出血状態の確認 

「出血は止まっていますか？」 

出血（外傷）に関する内容の聴取 

通報者が極度に冷静さを失っていること

等により、対応できない場合は口頭指導を

中止する。 

はい いいえ 

感染防止 

・直接血液に触れないように可能であれば 

ゴム手袋やビニール袋を着用させる。 

 

・できるだけ、血液に触れないよう注意喚起 

直接圧迫止血の指導 

・「清潔なガーゼ・ハンカチ・タオルなどを重ね、出血している所に

当てて、救急隊が到着するまで強く押さえ続けてください」 

 

※ガーゼ等から血液が染み出てくる場合は、圧迫位置が出血部位か

ら外れている、又は、圧迫する力が弱いなどが考えられる。 

※細いひもや針金で出血している手足を縛る方法は、血管や神経を

痛める危険性があるので指導しない。 

※意識（反応）がなくなった場合はすぐに知らせるよう指示する。 

意識・出血状態の継続観察 

・傷病者が楽な姿勢で待機させる。 

※意識（反応）がなくなった場合はすぐに知

らせるよう指示する。 



 
別表第５（第３条、第４条関係） 

口頭指導手順／熱傷手当 

 
 
 
 
 

熱傷部位・面積の確認 

通報者が極度に冷静さを失っていること

等により、対応できない場合は口頭指導を

中止する。 

 

熱傷に関する内容の聴取 

冷 却  

・すみやかに水道の流水で、救急隊到着まで冷却を行う。 

・衣服を着ている場合は、水疱（水ぶくれ）は破らないよう

脱がさずに衣服ごと冷やす。 

・氷や氷水により長時間冷やすことは勧めない。 

 

広範囲が冷えてしまう場合、低体温を防ぐため長時間の冷却

は避ける。 

四肢若しくは局所の場合 体幹若しくは広範囲の場合 

 そのままの状態で待機させる。 

 

すでに冷却している場合、低体温を防ぐため長時間の冷

却は避ける。 



 
別表第６（第３条、第４条関係） 

 
 

口頭指導手順／指趾切断手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いいえ 

負傷部位の確認 

「指は切れて離れていますか？」 

 

指趾切断に関する内容の聴取 

通報者が極度に冷静さを失っていること

等により、対応できない場合は口頭指導を

中止する。 

【止血法】の口頭指導へ 

いいえ はい 

感染防止 

・直接血液に触れないように可能であれば 

ゴム手袋やビニール袋を着用させる。 

 

・できるだけ、血液に触れないよう注意喚起 

直接圧迫止血 

・「清潔なガーゼ・ハンカチ・タオルなどを重ね、出血部

位に当てて、救急隊が到着するまで強く押さえ続けてく

ださい」 

「離れた指はありますか？」 
可能な範囲で検索 

観察・処置を継続指示 

はい 

・切断した指趾を医療機関へ持っていくことを説明する※１。 

・できるだけ清潔に保ちつつ※２、救急隊に手渡すように指示する。 

・他に救助者がいる場合で可能であれば氷の調達を指示する。 

※１ 再接着の可能性について、明確な言及をしないように留意する。 

※２ 切断指趾は浸軟を避けるため、直接水の中に浸さないようにし、清潔なガーゼ等に包

んでビニール袋等に入れて密閉し、氷水入りの袋に入れて傷病者とともに搬送 

 



 
別表第７（第３条、第４条関係） 

 
 

口頭指導手順／熱性けいれんの手当 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※  熱性けいれんとは 

主に生後６ヶ月～60 ヶ月（５歳）までの乳幼児期に起こる。通常は 38℃以上の発熱に

伴う発作性疾患（けいれん性、非けいれん性を含む）で、髄膜炎などの中枢神経感染症、

代謝異常、その他の明らかな発作の原因が見られないもので、てんかんの既往のあるもの

は除外される。 

 
 
 
 

 

熱性けいれん※の内容を聴取 

通報者が極度に冷静さを失っている

こと等により、対応できない場合は

口頭指導を中止する。 

 

けいれんの状態を聴取 

・けいれんの持続時間 

・どのようなけいれんか。（身体がつっぱっているか、ガクガクし

ているか。全身のけいれんか、身体の一部分のけいれんか） 

・初発か、過去にも発症したことがあるか（24時間以内に繰り返

していないか）。 

熱性けいれん時の留意事項 

１ 口の中にタオルやハンカチを入れないようにする。 

２ 大声で呼びかけたり、激しく揺さぶるなどの刺激を加えないようにする。 

３ けいれん後しばらくは、傾眠傾向となったり、脱力したりすることがある。 

４ 再度けいれんが生じた場合には、けいれんの状態や持続時間を観察し、救急隊に伝える。 

冷却、気道確保 

・冷却材など冷たい物で、首、鼠頸部などを冷やす。 

・発汗がある場合は、タオルなどで汗を拭き、衣服を緩める。 

・呼吸状態に注意し、嘔吐があった場合は窒息しないように顔を

横に向ける。 



 
別表第８（第３条、第４条関係） 

 
 

口頭指導手順／エピペン対応 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あり 

エピペン処方の有無

を確認 

通報者が極度に冷静さを失って

いること等により、対応できない

場合は口頭指導を中止する。 

なし 
 

救急隊到着まで継続観察を指示

し、容態が急変すれば再度１１９

番にかけるよう指示する。 

※ 必要に応じ、エピペンの使用方法を指導する。 

なし 

学校管理下での児童生徒

の発症で、教職員からの

通報 

 

あり 

発症した本人又は

その家族からの通

報 

・医師から受けている指示に従

って対応させ、初期症状のある

うちにエピペンを使用するよう

指導する。※ 

・意識（反応）がなくなって、

ぐったりしたらすぐに知らせる

よう指導する。 

 

・「対応マニュアル」に従って対

応させ、初期症状のあるうちに

エピペンを使用するよう指導す

る。※ 

・意識（反応）がなくなって、

ぐったりしたらすぐに知らせる

よう指導する。 

エピペン使用方法 

１ 使用前にエピペンの使用期限、薬液の変色や沈殿の有無を確認するとともに、エピペン貼付の連絡

シールにより傷病者本人のものであることを確認する。 

２ 先端を下に向けて、エピペンを片手でしっかりと握り、安全キャップを取り外す。握り方は、親指

を端にかけず、グーの形でしっかり握る。 

３ 太ももの前外側に垂直になるように先端を「カチッ」と音がするまで強く押し付ける。押し付けた

まま数秒間待つ。（緊急時は、衣服の上からでも注射可） 

 

傷病者の意識（反応）がなくなった 

【心肺蘇生法】の口頭指導へ 

アナフィラキシーショック初期症状を聴取 

アナフィラキシーショック初期症状 

息苦しさ、しびれ感、違和感、口唇の浮

腫、気分不良、吐き気、嘔吐、腹痛、蕁

麻疹など、人によって様々である。 



別表第９（第７条関係） 

口頭指導に係る救急研修項目 

分類 具体的項目 
到達目標 

（具体的内容） 

研修時間の目安 

単位（時間） 

救
急
指
令
管
制
実
務
教
育 

救急業務における指令課員の役割 通報から救急隊の到着までの対応の重要性 

「救命の連鎖」 
０．５ 

救急業務の現状 救急搬送件数の推移、ウツタイン統計 ０．５ 

救急現場活動 指令から医療機関到着までの救急現場活動 

救急救命士が行う処置の範囲（特定行為） 

救急隊員が行う処置の範囲 

１ 

メディカルコントロール体制 兵庫県及び阪神・丹波地域メディカルコントロール体制、事後検証体制 １ 

救急医療体制 救命救急センター、その他の救急医療機関  

兵庫県広域災害・救急医療情報システムによる支援要領 
０．５ 

緊急度・重症度 緊急度・重症度の高い病態の把握 ２ 

救急隊への情報伝達 救急隊への適切な情報伝達・救急隊との連携 ０．５ 

ドクターカー・ドクターヘリ要請 ドクターカー・ドクターヘリ要請基準及び要請要領 １ 

口頭指導に関する検討会 

シミュレーション訓練 

口頭指導事案に関する検討会 

口頭指導シミュレーション訓練 
３ 

医
学
基
礎
教
育 

解剖・生理 生命維持のメカニズム １ 

心停止に至る病態 

（心停止に移行しやすい病態） 

心筋梗塞、脳血管障害、呼吸器疾患、高エネルギー外傷、アレルギー、窒息、

死戦期呼吸、心停止直後のけいれん 
２ 

心肺蘇生法 ＪＲＣガイドライン、胸骨圧迫の重要性など ２ 

ＡＥＤ 電気ショック適応・不適応の心電図（心室細動／無脈性心室頻拍とその他） 

ＡＥＤの性能、電気ショック後の対応要領含む 
１ 

ＪＰＴＥＣ ＪＰＴＥＣの概要・通報内容から高エネルギー事故の予測 １ 

救急研修会等の伝達研修 阪神地区消防長会救急隊員研修会、全国救急隊員シンポジウム等の伝達研修 ４ 

口頭指導対象病態 気道異物、止血、熱傷手当、指趾切断、熱性けいれん、エピペン使用 ４ 

 



様式第１号（第６条関係）

年　月　日 受付時間 指導開始時間 指令時間 口頭指導員氏名 口頭指導員資格

　　・　・ ： ： ：
救命士・救急隊員
応急手当指導員

発生場所（町名のみ）

　　　　歳 男性・女性 既往症：

備　考

家族・同僚・近隣者・警察
その他（　　　　　　　　）

口頭指導理解　：　・よく理解できた　　・少し理解できた　　・理解できなかった
　　　　　　　　　・不明　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

実施可否　　　：　・実施　　・実施不能　　・不明

不能理由　　　：　・動揺　・無理解　・拒否　・高齢者　・現場外からの通報
　　　　　　　　　・回線不通　・容態確保困難　・その他（　　　　　　　　　）

口　頭　指　導　記　録　表

応急手当実施者

通報内容

指導内容

結　果

心肺蘇生法・気道異物除去法・止血法・熱傷手当・指趾切断手当・熱性けいれんの手当
エピペン対応・その他（　　　　）

応急手当対象者



様式第２号（第７条関係）

～

研修内容

講　師

参加者名

口頭指導に係る救急研修実施結果報告書

実施時間

実施年月日

具体的項目

研修分類



様式第３号（第10条関係）

　指 令 課 長　殿

　　　　　　　　　 年中の口頭指導件数について（報告）

　こ の こ と に つ い て は 、 下 記 の と お り で す 。

　口頭指導件数一覧表
月 心肺蘇生 気道異物 止　血 熱　傷 指趾切断 熱性けいれん エピペン その他 合計

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

合計

※　胸骨圧迫のみ指導した場合も、心肺蘇生に含む。

年（　　　　年）　　月　　日　

消防

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記


